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(57)【要約】
　胆嚢に植え込むためのフィルター装置であって、特定
の最小サイズの胆石を濾別し、それらが胆嚢の開口を通
って胆嚢から出ることを防止するように構成されたフィ
ルター部分と、特定の最小サイズの胆石を胆嚢の開口か
ら離れるように押すように構成された遮断部分とを含み
、遮断部分が、胆嚢の開口に対してフィルター部分から
遠位に位置され、遮断部分及びフィルター部分が、胆嚢
の壁に付着していないか、又は胆嚢の壁に拡張性の半径
方向の力を付与していない。
【選択図】図２Ａ－２Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胆嚢に植え込むためのフィルター装置であって、
　特定の最小サイズの胆石を濾別し、それらが胆嚢の開口を通って胆嚢から出ることを防
止するように構成されたフィルター部分と、
　特定の最小サイズの胆石を胆嚢の開口から離れるように押すように構成された遮断部分
と、
を含み、
　遮断部分が、胆嚢の開口に対してフィルター部分から遠位に位置され、
　遮断部分及びフィルター部分が、胆嚢の壁に付着していないか、又は胆嚢の壁に拡張性
の半径方向の力を付与していない、フィルター装置。
【請求項２】
　遮断部分とフィルター部分が同じである、請求項１に記載のフィルター装置。
【請求項３】
　フィルター部分から胆嚢の開口の方に延び、かつ胆嚢中のフィルター装置の動きを減少
するように構成された固定部分をさらに含む、請求項２に記載のフィルター装置。
【請求項４】
　胆嚢の開口から離れてフィルター装置の長手方向軸に延びるストッパーをさらに含み、
ストッパー及び固定部分が、一緒になって胆嚢の開口から離れる固定部分の移動を防止す
る、請求項３に記載のフィルター装置。
【請求項５】
　少なくともフィルター部分がメッシュである、請求項１に記載のフィルター装置。
【請求項６】
　少なくともフィルター部分がコイルである、請求項１に記載のフィルター装置。
【請求項７】
　少なくともフィルター部分がせん孔されているか、又は多孔性シートである、請求項１
に記載のフィルター装置。
【請求項８】
　フィルター装置が単一のフィラメントから構成される、請求項１に記載のフィルター装
置。
【請求項９】
　フィルター装置が少なくとも一種の金属、形状記憶合金、及びポリマーから作られる、
請求項１に記載のフィルター装置。
【請求項１０】
　フィルター装置が、植え込み後に医薬を溶出するように適応されている、請求項１に記
載のフィルター装置。
【請求項１１】
　フィルター装置が生体吸収性及び生物分解性のうちの少なくとも一つである、請求項１
に記載のフィルター装置。
【請求項１２】
　遮断部分及びフィルター部分の少なくとも一つが生物膜成長を防止するように構成され
る、請求項１に記載のフィルター装置。
【請求項１３】
　遮断部分、固定部分及びフィルター部分のうちの少なくとも一つが生物膜成長を防止す
るように構成される、請求項３に記載のフィルター装置。
【請求項１４】
　フィルター部分が直径５ｍｍ又はそれより大きい胆石を濾別するように構成される、請
求項１に記載のフィルター装置。
【請求項１５】
　フィルター部分が４ｍｍ以下離れたワイヤーで構成される、請求項１に記載のフィルタ
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ー装置。
【請求項１６】
　胆嚢に植え込むためのフィルター装置の送出のためのシステムであって、
　特定の最小サイズの胆石を胆嚢の開口から離れるように押すように構成された遮断部分
を含むフィルター装置と、
　カテーテルであって、それを通して胆嚢にフィルター装置を移行するために構成された
カテーテルと、
を含むシステム。
【請求項１７】
　胆嚢にフィルター装置を植え込むための方法であって、
　植え込みのためにフィルター装置を胆嚢に進路案内すること、但しフィルター装置は少
なくとも一つの遮断部分を含む；
　フィルター装置の遮断部分を胆嚢開口から胆嚢に入れること；
　胆嚢中で遮断部分を手動的に又は自動的に拡張すること；
　胆嚢中のいかなる胆石も胆嚢の遠位端の方へかつ胆嚢開口から離れるように押し、それ
によってフィルター装置の適切な及び／又は完全な拡張のために胆嚢内の空間を清掃する
こと；
　フィルター装置のフィルター部分を胆嚢に導入すること；及び
　胆嚢中のフィルター部分を手動的に又は自動的に拡張すること
を含む方法。
【請求項１８】
　遮断部分及びフィルター部分が同じ構成要素であり、遮断及び濾別が同じ構成要素によ
って同時に実施される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　遮断部分を入れた後でかつフィルター部分を導入した後に固定部分を展開することをさ
らに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　固定部分と共にストッパーを使用して固定部分が胆嚢開口から離れて動くことを防止す
ることをさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　フィルター部分が拡張された後に遮断部分を引っ込めることをさらに含む、請求項１７
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　この出願は、２０１４年１０月２７日に出願された米国仮特許出願Ｎｏ．６２／０６９
１６４のＰＣＴ第８条下の優先権の利益を主張し、前記出願はまた、２０１１年９月２６
日に出願された係属中の米国特許出願シリアルＮｏ．１３／２６０３８２に関連し、その
内容は、それらの全体をここに参考として組み入れる。
【０００２】
技術分野
　本発明は、一般に、例えば治療装置展開時に胆道系の部分の閉塞を防止することによっ
て、管及び／又は身体の内腔を含む医学的状態を処置することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　胆嚢及び胆管中の「石」は全母集団で見い出され、それらの幾つかは無症候性であり、
幾つかは症候性である。米国では、成人の母集団の１０～１５％（２０００万人以上）が
胆管結石を患い（６５歳以上の母集団の約２０％が胆石を患い）、毎年２００万を越える
新しいケースが診断され、毎年１，８００，０００を越える胆嚢摘出手術が実施される。
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胆石を持つ患者は、次の三つの群に従って分類される：症候性の患者、無症候性の患者、
及び胆石によって引き起こされる合併症、（例えば胆嚢炎、膵臓炎又は閉塞性黄疸）を患
う患者。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の例示的実施形態によれば、胆嚢に植え込むためのフィルター装置であって、特
定の最小サイズの胆石を濾別し（ｆｉｌｔｅｒ）、それらが胆嚢の開口を通って胆嚢から
出ることを防止するように構成されたフィルター部分と、特定の最小サイズの胆石を胆嚢
の開口から離れるように押すように構成された遮断部分とを含み、遮断部分が、胆嚢の開
口に対してフィルター部分から遠位に位置され、遮断部分及びフィルター部分が、胆嚢の
壁に付着していないか、又は胆嚢の壁に拡張性の半径方向の力を付与していない、フィル
ター装置が提供される。
【０００５】
　本発明の実施形態では、遮断部分とフィルター部分が同じである。
【０００６】
　本発明の実施形態では、装置は、フィルター部分から胆嚢の開口の方に延び、かつ胆嚢
中のフィルター装置の動きを減少するように構成された固定部分をさらに含む。
【０００７】
　本発明の実施形態では、装置は、胆嚢の開口から離れてフィルター装置の長手方向軸に
延びるストッパーをさらに含み、ストッパー及び固定部分が、一緒になって胆嚢の開口か
ら離れる固定部分の移動を防止する。
【０００８】
　本発明の実施形態では、少なくともフィルター部分がメッシュである。
【０００９】
　本発明の実施形態では、少なくともフィルター部分がコイルである。
【００１０】
　本発明の実施形態では、少なくともフィルター部分がせん孔されているか、又は多孔性
シートである。
【００１１】
　本発明の実施形態では、フィルター装置が単一のフィラメントから構成される。
【００１２】
　本発明の実施形態では、フィルター装置が少なくとも一種の金属、形状記憶合金、及び
ポリマーから作られる。
【００１３】
　本発明の実施形態では、フィルター装置が、植え込み後に医薬を溶出するように適応さ
れている。
【００１４】
　本発明の実施形態では、フィルター装置が生体吸収性及び生物分解性のうちの少なくと
も一つである。
【００１５】
　本発明の実施形態では、遮断部分及びフィルター部分の少なくとも一つが生物膜成長を
防止するように構成される。
【００１６】
　本発明の実施形態では、遮断部分、固定部分及びフィルター部分のうちの少なくとも一
つが生物膜成長を防止するように構成される。
【００１７】
　本発明の実施形態では、フィルター部分が直径５ｍｍ又はそれより大きい胆石を濾別す
るように構成される。
【００１８】
　本発明の実施形態では、フィルター部分が４ｍｍ以下離れたワイヤーで構成される。



(5) JP 2017-533071 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

【００１９】
　さらに、本発明の例示的実施形態によれば、胆嚢に植え込むためのフィルター装置の送
出のためのシステムであって、特定の最小サイズの胆石を胆嚢の開口から離れるように押
すように構成された遮断部分を含むフィルター装置と、カテーテルであって、それを通し
て胆嚢にフィルター装置を移行するために構成されたカテーテルとを含むシステムが提供
される。
【００２０】
　さらに、本発明の例示的実施形態によれば、胆嚢にフィルター装置を植え込むための方
法であって、植え込みのためにフィルター装置を胆嚢に進路案内すること、但しフィルタ
ー装置は少なくとも一つの遮断部分を含む；フィルター装置の遮断部分を胆嚢開口から胆
嚢に入れること；胆嚢中の遮断部分を手動的に又は自動的に拡張すること；胆嚢中のいか
なる胆石も胆嚢の遠位端の方へかつ胆嚢開口から離れるように押し、それによってフィル
ター装置の適切な及び／又は完全な拡張のために胆嚢内の空間を清掃すること；フィルタ
ー装置のフィルター部分を胆嚢に導入すること；及び胆嚢中のフィルター部分を手動的に
又は自動的に拡張することを含む方法が提供される。
【００２１】
　本発明の実施形態では、遮断部分及びフィルター部分が同じ構成要素であり、遮断及び
濾別が同じ構成要素によって同時に実施される。
【００２２】
　本発明の実施形態では、遮断部分を入れた後でかつフィルター部分を導入した後に固定
部分を展開することをさらに含む。
【００２３】
　本発明の実施形態では、固定部分と共にストッパーを使用して固定部分が胆嚢開口から
離れて動くことを防止することをさらに含む。
【００２４】
　本発明の実施形態では、フィルター部分が拡張された後に遮断部分を引っ込めることを
さらに含む。
【００２５】
　別途定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術的用語および／または科学
的用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を有
する。本明細書に記載される方法および材料と類似または同等である方法および材料を本
発明の実施または試験において使用することができるが、例示的な方法および／または材
料が下記に記載される。矛盾する場合には、定義を含めて、本特許明細書が優先する。加
えて、材料、方法および実施例は例示にすぎず、限定であることは意図されない。
【００２６】
　本明細書では本発明のいくつかの実施形態を単に例示し添付の図面を参照して説明する
。特に詳細に図面を参照して、示されている詳細が例示であり、縮尺通りではなく、本発
明の実施形態を例示考察することを目的としていることを強調するものである。この点に
ついて、図面について行う説明によって、本発明の実施形態を実施する方法は当業者には
明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１Ａ－１Ｅ】図１Ａ－１Ｅは、本発明の例示的実施形態による、遮断装置の概略的な
展開順序の側面図である。
【００２８】
【図２Ａ－２Ｃ】図２Ａ－２Ｃは、本発明の例示的実施形態による、図１Ａ－１Ｅに示さ
れた遮断順序が行なわれた後のフィルター装置の概略的な展開順序の側面図である。
【００２９】
【図３Ａ－３Ｃ】図３Ａ－３Ｃは、本発明の例示的実施形態による、二段のフィルター装
置の側面図である。
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【００３０】
【図４Ａ－４Ｃ】図４Ａ－４Ｃは、本発明の例示的実施形態による、フィルター装置のフ
ィルター部分の平面図である。
【００３１】
【図５Ａ－５Ｂ】図５Ａ－５Ｂは、本発明の例示的実施形態による、フィルター装置の透
視図である。
【００３２】
【図６】図６は、本発明の例示的実施形態による、現場でのフィルター装置の平面図であ
る。
【００３３】
【図７】図７は、本発明の例示的実施形態による、胆嚢中でフィルター装置を展開する方
法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明は、一般に、例えば治療装置展開時に胆道系の部分の閉塞を防止することによっ
て、管及び／又は身体の内腔を含む医学的状態を処置することに関する。
【００３５】
　本発明の少なくとも１つの実施形態を詳しく説明する前に、本発明は、その適用におい
て、下記の説明に示されるか、および／または図面において例示される構成要素および／
または方法の配置および構成の細部に必ずしも限定されないことを理解しなければならな
い。本発明は、他の実施形態が可能であり、または様々な方法で実施または実行されるこ
とが可能である。
【００３６】
　一般に、胆嚢中でフィルター装置を展開するためのシステム、装置、及び方法が記載さ
れる。本発明の一部の実施形態では、装置の遮断装置及び／又は遮断部分は、胆石フィル
ター装置の適切な展開のための空間を作るために胆石を開口から離れて胆嚢に押すために
使用される。本発明の一部の実施形態では、遮断装置及びフィルター装置は、システムの
構成要素である。本発明の一部の実施形態では、遮断装置は、フィルター装置から分離さ
れている。本発明の一部の実施形態では、遮断は、フィルター装置のフィルター部分によ
って実施される。本発明の一部の実施形態では、フィルター装置は、二段に並べられてい
る。任意選択的に、一つの段は、遮断及び／または濾別するように構成される。任意選択
的に、一つの段は、装置を固定するように構成される。本発明の一部の実施形態では、装
置は、ストッパーを与えられる。
【００３７】
　本発明の一実施形態では、ここで記載される装置は、苦痛及び／又は手術から患者を救
い、胆嚢炎、膵臓炎又は閉塞性黄疸を緩和及び／又は防止したり、及び／又は胆石を持つ
患者の胆嚢摘出の必要性を防止及び／又は遅延することによって、胆嚢摘出と麻酔の合併
症、手術死亡、術後感染（創傷感染及び他の感染）、及び／又は胆嚢不存在の遅延型の影
響（吸収障害、腹痛など）を防止することを意図される。本発明の一部の実施形態では、
例えば胆石によって誘発される痛みの一時的な緩和が与えられる。
【００３８】
　ここで記載される例示的フィルター装置は、胆道系を通って十二指腸内への通常の胆汁
流及び／又は体液及び／又は分泌物の流れをなお可能にしながら胆石が胆嚢から胆嚢管内
へ移動することを防止することを意図される。本発明の一部の例示的実施形態では、濾別
は、胆嚢及び／又は胆嚢管の壁に対する拡張的半径方向の力を潜在的に有害なレベルで発
揮させずに達成される。本発明の一部の実施形態では、胆嚢及び／又は胆嚢管の壁に対し
て半径方向の力は全く付与されない。
【００３９】
　図１Ａ－１Ｅは、本発明の例示的実施形態による、遮断装置１００の概略的展開順序の
側面図である。効率性のため、本発明の装置実施形態の記載（図１Ａ－１Ｅ及び図２Ａ－
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２Ｃ）は、図７と結合して、それらの展開の方法と結合して記載される。
【００４０】
　図７は、本発明の実施形態による、胆嚢１０４中にフィルター装置２００を植え込む方
法を描くフローチャート７００である。本発明の実施形態において、植え込みは、全身麻
酔なしで実施されることができ、最小侵襲的であると考えられる。本発明の実施形態では
、フィルター装置２００及び／又は遮断装置１００は、胃腸管に、口を介して、それを通
って食道に、それを通って胃に、次いで十二指腸に挿入され、かつ／又は進路案内される
（７０２）。進路案内及び／又は挿入は、本発明の実施形態では、治療を行なう担当の医
療専門家によって選択されるように、内視鏡及び／又は案内ワイヤー及び／又は細長いツ
ール（例えばカテーテル１０６）を使用して達成される。
【００４１】
　フィルター装置２００は、本発明の例示的実施形態では、共通の胆管内にオッディ括約
筋／乳頭状突起を前進される。内視鏡及びＥＲＣＰで一般に使用される方法と同様に、も
し必要なら及び／又は望むなら、オッディ括約筋の括約筋切開が実施される。フィルター
装置２００は、共通の胆管からそれを通って胆嚢管及び／又は胆嚢１０４にフィルター装
置２００を進路案内することによって所望の植え込み部位に植え込まれる。本発明の一部
の例示的実施形態では、胆嚢１０４及び／又は胆嚢管及び／又は胃腸管を撮像するために
造影剤が使用される。任意選択的に、植え込みのために他の一般的に利用可能な撮像技術
（例えばＸ線及び／又は超音波）が使用される。
【００４２】
　本発明の例示的実施形態では、フィルター装置２００及び／又は遮断装置１００は、収
縮された形態で患者内に挿入及び／又は進路案内される（７０２）。本発明の一部の実施
形態では、遮断装置１００は、フィルター装置２００に先行し、従って植え込み中、遮断
装置１００は、まず胆嚢１０４に入り（７０４）（図１Ａ－１Ｂに示される）、胆嚢１０
４内で半径方向に拡張し（７０６）（図１Ｃ－１Ｄに示される）、胆嚢１０４内のいかな
る胆石１０２も胆嚢１０４の遠位端に又は少なくともそれに向かって、そして胆嚢開口か
ら離れるように押し（７０８）（図１Ｄ－１Ｅに示される）、それによってフィルター装
置の適切な及び／又は完全な拡張のために胆嚢内の空間を清掃する。
【００４３】
　本発明の実施形態では、フィルター装置２００は、次いで胆嚢１０４に導入され（７１
０）（今や開口近くの胆嚢１０４の領域は、胆石１０２を清掃したか又は実質的に清掃し
ている）、従ってフィルター装置２００は、適切に拡張し（７１２）、濾別をもたらすこ
とができる。清掃された領域におけるフィルター装置２００の導入及び拡張は、図２Ａ－
２Ｃに概略的に示されている。本発明の一部の実施形態では、フィルター装置２００は、
その意図したサイズに拡張し（７１２）、植え込みの所望の部位に到達すると造形する。
【００４４】
　本発明の一部の実施形態では、フィルター装置２００はまた、遮断能力を与えられ、遮
断（胆石を追い出してフィルター拡張のための余地を作る）と濾別の両方を行うために機
能的に作動する。同じ装置で両機能を実施するための例示的装置が図３Ａ－３Ｃ及び図４
Ａ－４Ｃに示され、以下に記載されている。本発明の一部の実施形態では、遮断装置１０
０はまた、フィルター装置２００に加えて及び／又はそれに代えて、フィルターとして機
能する。
【００４５】
　本発明の一部の実施形態では、フィルター装置２００は、例えばフィルター装置２００
を胆嚢管及び／又は胆嚢１０４に移すために使用されたカテーテル１０６からの展開で、
それ自身のばね状の挙動の結果として拡張し（７１２）、装置２００は、いったんカテー
テル１０６がもはやフィルター装置２００を収縮状態で保持しなくなると、設計された形
状及びサイズに素早く移る。任意選択的に、フィルター装置２００は、その形状記憶特性
の結果として拡張する（７１２）。本発明の一部の実施形態では、フィルター装置２００
を拡張するために拡張バルーンが使用される。胆嚢領域における胆嚢管の特別な解剖学的
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構造のため、例えば初期膨張のための可撓性バルーン並びにフィルター装置の固定のため
の硬質及び／又は半硬質バルーンを使用して、一つより多くのバルーン及び／又は一つよ
り多くのバルーン膨張を使用してもよい。
【００４６】
　任意選択的に、遮断装置１００は、フィルター装置２００が例えば遮断装置１００の通
過のために構成されたフィルター装置の開口を通して展開された後に引っ込められる。
【００４７】
　上記植え込み方法に加えて、腹腔鏡及び／又は開腹手術のようなオッディ括約筋及び／
又は胆嚢１０４に導くいかなる他の技術を使用してもよい。
【００４８】
　本発明の実施形態では、フィルター装置２００及び／又は遮断装置１００は、いつでも
除去されることができ、又は生体吸収されるように設計される。
【００４９】
　本発明の一部の実施形態では、胆道系の進路及び／又は正しい植え込み部位での遮断装
置１００及び／又はフィルター装置２００の植え込みを案内するために医用画像が使用さ
れる。任意選択的に、画像を与えるために顕微鏡が使用される。任意選択的に、画像を与
えるためにＸ線が使用される。任意選択的に、画像を与えるために超音波が使用される。
【００５０】
　図３Ａ－３Ｃは、本発明の例示的実施形態による二段のフィルター装置３００，３２０
，３４０のそれぞれの側面図である。本発明の実施形態では、二段のフィルター装置３０
０，３２０，３４０は、フィルター／遮断部分３０２、３２２，３４２のそれぞれと固定
部分３０４，３２４，３４４のそれぞれとの組み合わせを与えられている。
【００５１】
　本発明の実施形態では、フィルター／遮断部分３０２、３２２、３４２は、第二段又は
固定部分３０４，３２４、３４４の前に胆嚢１０４に入るように構成され、固定部分３０
４，３２４，３４４は、フィルター／遮断部分３０２、３２２、３４２が拡張するときに
胆嚢１０４の開口から離れるようにいかなる胆石も押し、両方で胆石が胆道系に入ること
を防止し、固定部分３０４，３２４、３４４の適切な展開／拡張を確実にする。
【００５２】
　本発明の実施形態では、固定部分は、胆嚢１０４の壁に半径方向の力を及ぼさないか、
かつ／又は胆嚢１０４の壁にそれ自体を付着するかもしくは引っ掛けることによって固定
しない。本発明の一部の実施形態では、固定部分３０４，３２４、３４４は、ストッパー
３０６、３２６、３４６と組み合わせて作用し、それらは、一緒になって実質的に胆嚢１
０４の長さを延ばし、装置３０２，３２０，３４０が胆嚢中で軸方向に移動することを防
止する（即ち、装置が開口から離れて胆嚢に移行することを防止する）。
【００５３】
　図４Ａ－４Ｃは、本発明の例示的実施形態による、フィルター装置３００、３２０、３
４０のフィルター／遮断部分３０２，３２２，３４２の平面図である。本発明の一部の実
施形態では、少なくともフィルター／遮断部分３０２，３２２，３４２は、特定の最小サ
イズの胆石を遮断するために十分なワイヤー間の空間があるように構成されるが、胆嚢か
ら胆道系内への物質の自然な流れを遮断しうるワイヤー間の細菌膜の成長及び他の生体膜
の成長を十分に避けるように構成される。
【００５４】
　本発明の一部の実施形態では、フィルター／遮断部分は、約５ｍｍ以上の直径の胆石を
遮断するように構成される。本発明の一部の実施形態では、ワイヤー間の空間は、４ｍｍ
×４ｍｍ以下の開口を形成する。
【００５５】
　本発明の一部の実施形態では、フィルター部分及び／又は遮断部分及び／又は固定部分
は、メッシュ、らせん／コイル状、及び／又は有孔シートである。本発明の一部の実施形
態では、装置は、装置の動きによって生体膜成長を防止又は遅延するために植え込み部位
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内のわずかな動きを可能にするように造形される。任意選択的に、装置は、胆嚢及び／又
は植え込み部位自体の周囲の動きによって動かされる。本発明の実施形態では、装置は、
生体膜のいかなる蓄積も破壊し、亀裂させ、かつ／又は少なくとも生体膜に開口を作り、
胆嚢の自然な分泌物が流れ続けるように動き、かつ／又は曲がる。
【００５６】
　装置材料は、本発明の例示的実施形態では、生体適合性及び／又は生体吸収性であるよ
うに選択される。任意選択的に、装置は、ポリマー材料から構成される。本発明の一部の
実施形態では、装置は、少なくとも部分的に金属である。任意選択的に、装置は、少なく
ともＮｉｔｉｎｏｌ（登録商標）としても知られるニッケルチタンのような形状記憶合金
である。本発明の一部の実施形態では、装置の少なくとも一部は、例えばＴｅｆｌｏｎ（
登録商標）又は他の同種の不活性又は高度に非反応性の被覆で被覆される。任意選択的に
、装置及び／又は被覆の少なくとも一部は、物質（例えば医薬）を溶出するように適応さ
れる。任意選択的に、抗生剤のような生体膜形成防止剤が、装置の少なくとも一部から溶
出されるか、かつ／又は装置の少なくとも一部を被覆する。
【００５７】
　本発明の一部の実施形態では、装置全体は、単一のフィラメントから構成される。本発
明の実施形態では、遮断部分（図１Ａ－１Ｅに示された装置の場合のように、もし分離し
ているなら）及び／又はフィルター部分及び／又は固定部分は、一緒に接続される別個に
形成される要素である。本発明の一部の実施形態では、それらの部分の少なくとも二つは
、少なくとも単一のフィラメントによって接続される。任意選択的に、それらの部分の少
なくとも二つは、複数のフィラメントによって接続される。
【００５８】
　任意選択的に、固定部分３０４，３２４，３４４は、図４Ａ－４Ｃのいずれかに示され
た構成を持つことができる。任意選択的に、分離した遮断又はフィルター部分は、図４Ａ
－４Ｃに示された構成を持つことができる。
【００５９】
　図５Ａ及び５Ｂは、本発明の例示的実施形態によるフィルター装置５００の透視図であ
る。図５Ｂは、フィルター／遮断部分５０２及びストッパー５０４で構成された例示的な
フィルター装置５００を示す。図５Ａは、胆嚢１０４に植え込まれたフィルター装置５０
０を有する胆嚢１０４の断面の透視図である。本発明の実施形態では、フィルター装置５
００は、遮断装置１００が展開された後に展開される。任意選択的に、遮断装置１００は
、フィルター装置５００が胆嚢１０４内に置かれた後に除去される。本発明の一部の実施
形態では、フィルター／遮断部分５０２は、特定の最小サイズの胆石１０２が胆嚢１０４
から出て行くのを防止するために胆嚢１０４の開口５０６の近くに位置される。本発明の
一部の実施形態では、ストッパー５０４は、例えば丸みを帯びた形状を持つことによって
胆嚢の壁に穴を開けることを避けるように構成される。本発明の一部の実施形態では、ス
トッパー５０４（ストッパーに案内するフィラメントの長さを含む）及びフィルター／遮
断部分５０２は、（胆嚢の長さを実質的に延ばすことによって）接近して操作し、フィル
ター／遮断部分５０２が開口５０６から離れて移行する動きの機会を減少する。
【００６０】
　図６は、本発明の例示的実施形態によるフィルター装置６００の現場での平面図である
。本発明の実施形態では、装置６００は、特定の最小サイズの胆石６０２を遮断／濾別し
、それらが胆嚢から出て行くことを防止する。
【００６１】
　用語「含む／備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ、ｉｎｃｌｕｄｅｓ
、ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、およびそれらの同根語は、「
含むが、それらに限定されない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ
　ｔｏ）」ことを意味する。
【００６２】
　用語「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」は、「含み、それらに限定される（
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ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ａｎｄ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」ことを意味する。
【００６３】
　表現「から本質的になる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」
は、さらなる成分、工程および／または部分が、主張される組成物、方法または構造の基
本的かつ新規な特徴を実質的に変化させない場合にだけ、組成物、方法または構造がさら
なる成分、工程および／または部分を含み得ることを意味する。
【００６４】
　本明細書中で使用される場合、単数形態（「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」）は、文
脈がそうでないことを明確に示さない限り、複数の参照物を包含する。例えば、用語「化
合物（ａ　ｃｏｍｐｏｕｎｄ）」または用語「少なくとも１つの化合物」は、その混合物
を含めて、複数の化合物を包含し得る。
【００６５】
　本開示を通して、本発明の様々な態様が範囲形式で提示され得る。範囲形式での記載は
単に便宜上および簡潔化のためであり、本発明の範囲に対する柔軟性のない限定として解
釈すべきでないことを理解しなければならない。従って、範囲の記載は、具体的に開示さ
れた可能なすべての部分範囲、ならびに、その範囲に含まれる個々の数値を有すると見な
さなければならない。例えば、１～６などの範囲の記載は、具体的に開示された部分範囲
（例えば、１～３、１～４、１～５、２～４、２～６、３～６など）、ならびに、その範
囲に含まれる個々の数値（例えば、１、２、３、４、５および６）を有すると見なさなけ
ればならない。このことは、範囲の広さにかかわらず、適用される。さらに、記載された
範囲は、静誤差及び／又は固有の測定装置限度内で記載されたいかなる範囲の外の数値も
含むことを意図される。
【００６６】
　数値範囲が本明細書中で示される場合には常に、示された範囲に含まれる任意の言及さ
れた数字（分数または整数）を含むことが意味される。第１の示された数字および第２の
示された数字「の範囲である／の間の範囲」という表現、および、第１の示された数字「
から」第２の示された数「まで及ぶ／までの範囲」という表現は、交換可能に使用され、
第１の示された数字と、第２の示された数字と、その間のすべての分数および整数とを含
むことが意味される。
【００６７】
　本明細書中で使用される用語「方法（ｍｅｔｈｏｄ）」は、所与の課題を達成するため
の様式、手段、技術および手順を示し、これには、化学、薬理学、生物学、生化学および
医学の技術分野の実施者に知られているそのような様式、手段、技術および手順、または
、知られている様式、手段、技術および手順から、化学、薬理学、生物学、生化学および
医学の技術分野の実施者によって容易に開発されるそのような様式、手段、技術および手
順が含まれるが、それらに限定されない。
【００６８】
　本明細書で使用される場合、用語「治療する／処置する」には、状態の進行を取り消す
こと、実質的に阻害すること、遅くすること、または、逆向きにすること、状態の臨床的
症状または審美的症状を実質的に改善すること、あるいは、状態の臨床的症状または審美
的症状の出現を実質的に防止することが含まれる。
【００６９】
　明確にするため別個の実施形態の文脈で説明されている本発明の特定の特徴が、単一の
実施形態に組み合わせて提供されることもできることは分かるであろう。逆に、簡潔にす
るため単一の実施形態で説明されている本発明の各種の特徴は別個にまたは適切なサブコ
ンビネーションで、あるいは本発明の他の記載される実施形態において好適なように提供
することもできる。種々の実施形態の文脈において記載される特定の特徴は、その実施形
態がそれらの要素なしに作用不能である場合を除いては、それらの実施形態の不可欠な特
徴であると見なされるべきではない。
【００７０】
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　特許および特許出願はすべて、個々の刊行物、特許および特許出願が各々あたかも具体
的にかつ個々に引用提示されているのと同程度に、全体を本明細書に援用するものである
。さらに、本願で引用または確認したことは本発明の先行技術として利用できるという自
白とみなすべきではない。節の見出しが使用されている程度まで、それらは必ずしも限定
であると解釈されるべきではない。

【図１Ａ－１Ｅ】 【図２Ａ－２Ｃ】
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【図３Ａ－３Ｃ】 【図４Ａ－４Ｃ】

【図５Ａ－５Ｂ】 【図６】
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【図７】
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